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Ⅰ 御殿場市・小山町広域行政組合人事行政の運営等の状況の概要 

 

１ 任免及び人数に関する状況 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

区分 

部門 

職員数（人） 
主な増減理由 

令和４年度 令和５年度 対前年増減 

厚生部局 24 24 0  

消防部局 162 165 3 欠 員 補 充 

組合全体 186 189 3  

 

 (2) 採用及び離職の状況（令和 4年度） 

区分 

 

部門 

採用 

（人） 

離職（人） 

退職 免職 
失職 合計 

定年 早期 普通 死亡 任期満了 分限 懲戒 

厚生部局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消防部局 10 5 0 4 0 0 0 0 0 9 

組合全体 10 5 0 4 0 0 0 0 0 9 

   （注）採用は、令和 5年 4月 1日付けで採用した者の人数です。 

    （注）離職は、令和 4年 4月 1日から令和 5 年 3 月 31 日の間に離職した者の人数です。 

 

２ 人事評価の状況（令和 4年度） 

 (1) 対象職員（被評価者）の状況 

   特別職を除く正規職員及び会計年度任用職員 

 

 (2) 評価者の状況 

   被評価者の上位の管理監督職員（特別職含む） 

 

 (3) 評価体系の状況 

 内        容 

業績評価 

・職員が職務を遂行するに当たり挙げた業績を評価 

・評価期間は１年間（４月～翌年３月） 

・職員が自ら挙げた職務目標における達成度及びその目標の難易度から評価 

能力評価 

・職員が職務を遂行するに当たり挙げた能力を評価 

・評価期間は１年間（４月～翌年３月） 

・職制上の段階ごとに求められる能力（標準職務遂行能力）を評価項目とし

て定め、それぞれの能力の発揮度合いを評価 
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３ 給与の状況 

 (1) 人件費の状況（令和 4年度決算） 

区 分 歳出額(A) 人件費(B) 人件費率(B/A) 

厚生部局 

3,335,129 千円 

347,693 千円 10.4％ 

消防部局 1,239,247 千円 37.2％ 

組合全体 1,586,940 千円 47.6％ 

 

 (2) 職員給与費の状況（令和 5年度当初予算）                 （単位：千円） 

職員数(A) 
職  員  給  与  費 一人当たり給与費 

(B)/(A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 

厚生部局 24 人 107,820 千円 21,432 千円 45,802 千円 175,054 千円 7,294 千円 

消防部局 165 人 604,400 千円 197,556 千円 253,677 千円 1,055,633 千円 6,398 千円 

組合全体 189 人 712,220 千円 218,988 千円 299,479 千円 1,230,687 千円 6,512 千円 

（注）職員手当には退職手当、児童手当を含みません。 

 

 (3) 平均給料月額、平均給与等月額及び平均年齢の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 平均給料月額 平均給与等月額 平均年齢 

広域行政組合 

厚生部局 372,871 円 451,546 円 51.4 歳 

消防部局 302,907 円 396,323 円 37.6 歳 

組合全体 311,791 円 403,336 円 39.4 歳 

御殿場市（一般行政職） 312,570 円 398,604 円 40.1 歳 

小 山 町（一般行政職） 329,400 円 408,700 円 43.1 歳 

    （注）平均給与等月額とは、給料及び職員手当（扶養手当、時間外勤務手当等）の合計です。 

  

(4) 初任給の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 大学卒 高校卒 

広域行政組合 
厚生部局 185,200 円 154,600 円 

消防部局 191,700 円 158,900 円 

御殿場市（一般行政職） 185,200 円 154,600 円 

小 山 町（一般行政職） 185,200 円 154,600 円 

 

 (5) 経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

厚生部局 
大学卒 271,200 円 324,300 円 368,600 円 

高校卒 224,500 円 267,600 円 320,100 円 

消防部局 
大学卒 277,900 円 331,500 円 372,100 円 

高校卒 230,900 円 274,600 円 327,500 円 

   （注）経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合には、その期間を換算し、採用後の年数に加算

した年数です。 
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 (6) 昇給期間短縮の状況（令和 4年度） 

厚生部局 

職 員 数 (A) 24 人 

普通昇給期間(12～24 月)を短縮して昇給した職員数 (B) 0 人 

比 率 (B)/(A) 0％ 

消防部局 

職 員 数 (A) 162 人 

普通昇給期間(12～24 月)を短縮して昇給した職員数 (B) 0 人 

比 率 (B)/(A) 0％ 

 

 (7) 級別職員数の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区分 標準的な職務内容 

職員数（人） 構成比（％） 

厚生 

部局 

消防 

部局 

組合

全体 

厚生 

部局 

消防 

部局 

組合

全体 

１級 主事・消防士 0 32 32 0 19.4 16.9 

２級 副主任 2 29 31 8.3 17.6 16.4 

３級 主任 1 23 24 4.2 13.9 12.7 

４級 主幹・副主幹 10 25 35 41.6 15.2 18.5 

５級 副参事 1 27 28 4.2 16.4 14.8 

６級 課長補佐・分署長補佐・所長・所長補佐 4 5 9 16.7 3.0 4.8 

７級 課長･署長･参事･副署長･分署長・所長 3 21 24 12.5 12.7 12.7 

８級 事務局長・消防長・消防次長・次長・署長 3 3 6 12.5 1.8 3.2 

※「御殿場市・小山町広域行政組合職員の給与に関する条例｣に基づく給料表の級区分による職員数です。 

 

 (8) 期末・勤勉手当の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区分 
広域行政組合・静岡県 

期末手当 勤勉手当 計 

 ６月期 1.20 月分 1.0 月分 2.20 月分 

１２月期 1.20 月分 1.0 月分 2.20 月分 

合 計 2.40 月分 2.00 月分 4.40 月分 

 

 (9) 退職手当の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区  分 
広域行政組合 国 

自己都合 早期・定年 自己都合 早期・定年 

勤 続 ２ ０ 年 19.6695 月分 24.586875 月分 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤 続 ２ ５ 年 28.0395 月分 33.27075 月分 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤 続 ３ ５ 年 39.7575 月分 47.709 月分 39.7575 月分 47.709 月分 

最 高 限 度 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分 

１人当たりの 

平均支給額 

厚生部局 0 千円 
早期      0 千円 

定年        0 千円 

－ 消防部局 0 千円 
早期      0 千円 

定年   23,743 千円 

組合全体 0 千円 
早期             0 千円 

定年  23,743 千円 

   （注）1人当たりの平均支給額は、令和 4年度に退職した職員に支給された退職手当の平均額です。 
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(10) その他の主な手当の内容 

ア 地域手当（令和 5年 4月 1日現在） 

支給対象地域 広域行政組合 御殿場市 小山町 静岡県 

支  給  率 6.0％ 6.0％ 6.0％ 6.0％ 

1 人当たり平均支給額 244 千円 

   （注）1人当たり平均支給額は、令和 4年度決算額です。 

 

  イ 時間外勤務手当（令和 4年度決算） 

区  分 支給総額 1人当たり支給年額 

厚生部局 856 千円 36 千円 

消防部局 21,339 千円 132 千円 

組合全体 22,195 千円 119 千円 

 

ウ 特殊勤務手当（令和 4年度決算） 

区  分 支給総額 1 人当たり支給年額 

厚生部局 967 千円 40 千円 

消防部局 13,721 千円 85 千円 

組合全体 14,689 千円 79 千円 

手当の種類 
不快作業手当（ごみ処理又はし尿処理作業・特殊作業）、隔日

勤務手当、救急作業手当、山岳作業手当、救急救命士手当 

 

  エ 扶養手当、住居手当、通勤手当（令和 5年 4月 1日現在） 

手当の種類 内     容 

扶養手当 

配偶者                          6,500 円 

子                          10,000 円 

父母等                               6,500 円 

満 16 歳の年度初めから満 22歳の年度末までの子 1人につき 5,000 円加算 

住居手当 

[借家･借間に居住する職員] 

 支給対象者  12,000 円を超える家賃を支払っている職員 

 最高支給限度額                                 27,000 円 

通勤手当 
[交通機関等利用者]  最高支給限度額             55,000 円 

[交通用具使用者]   最高支給限度額             22,200 円 

 

(11) 特別職等の報酬（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 報酬月額 期末手当の支給割合 

管 理 者 15,000 円 

0 月分 

副管理者 13,000 円 

議 長 13,000 円 

副 議 長 11,000 円 

議 員 10,000 円 
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４ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1) 勤務時間の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

7 時間 45分 8 時 30 分 17 時 15 分 12 時 00 分～13 時 00 分 

※業務内容に応じて勤務時間が異なる場合があります。 

 

    (2) 年次有給休暇の取得状況（令和 4年） 

1 人当たり平均取得日数 9.4 日 

※ 年次有給休暇は、1年につき 20 日付与され、また、20 日を限度として翌年に繰り越すことができます。 

 

  (3) 特別休暇等の導入状況（令和 5年 4月 1日現在） 

休暇の種類 概     要 

病気休暇 ア 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病 

イ 結核性疾患 

ウ 上記以外の負傷又は疾病 

特別休暇 ア 選挙権の行使その他公民として権利を行使する場合 

イ 証人等として国会などに出頭する場合 

ウ ドナー休暇 

エ ボランティア休暇（5日の範囲内） 

オ 結婚休暇（10日以内） 

カ 不妊治療のための休暇 

キ 産前休暇（出産の日までの 8週間） 

ク 産後休暇（出産の日の翌日から 8週間） 

ケ 授乳等休暇（生後 1年に達しない子に授乳等を行う場合、1日 2回 30 分以内） 

コ 妻の出産（入院等の日から出産後 2週間までの間に 2 日以内） 

サ 男性職員の育児のため休暇（5日以内） 

シ 子の看護休暇（未就学児を看護する場合：5日以内） 

ス 短期介護休暇（5日以内） 

セ 忌引休暇 

ソ 父母の祭日（死亡後 15 年以内に行われる祭事、法事等の行事を営むとき） 

タ 夏季休暇（7月から 9月までの間で、原則として 5日以内） 

チ 災害により職員の現住居が滅失した場合 

ツ 災害時において出勤することが困難な場合 

テ 災害時において退勤途上において危険を回避するため 

ト 生理休暇（2日以内） 

 ナ 妊娠中の職員が通勤途上の混雑を避ける場合 

ニ 妊娠中又は出産後 1年以内の職員が健康指導等を受ける場合 

ヌ 妊娠中の職員の業務が母体や胎児に影響があると認める場合  

ネ 妊娠中の職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合 

ノ 伝染病予防法上必要な措置により勤務することが不適当な場合 

介護休暇 ア 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

場合 

   (注) 取得要件等は、「御殿場市・小山町広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「御殿場市・

小山町広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則」により定められています。 
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 (4) 育児休業等の取得者数（令和 4年度） 

区  分 育児休業 部分休業 配偶者同行休業 

厚生部局 
男性 1 人 0 人 0 人 

女性 0 人 0 人 0 人 

消防部局 
男性 0 人 0 人 0 人 

女性 0 人 0 人 0 人 

組合全体 
男性 1 人 0 人 0 人 

女性 0 人 0 人 0 人 

    (注) 当該年度に新たに取得した人数です。 

 

５ 分限及び懲戒処分の状況 

 (1) 分限処分者数（令和 4年度） 

区 分 降任 免職 休職 降給 合計 

厚生部局 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

消防部局 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

組合全体 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

    (注) 分限処分とは、職員がその職務を十分に果たしていない場合等に、本人の意に反して行う処分です。 

 

 (2) 懲戒処分者数（令和 4年度） 

区 分 戒告 減給 停職 免職 合計 

厚生部局 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

消防部局 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

組合全体 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

    (注) 懲戒処分とは、職員の一定の服務義務違反に対して、道義的責任を追求するために行う処分です。 

 

６ 服務の状況 

 (1) 服務規律遵守のための取組み（令和 4年度） 

取 組 内 容 

職員の綱紀粛正及び厳正な服務規律の確保等について（6月、12月） 

 

 (2) 兼職・兼業の許可件数（令和 4年度） 

許可件数 主な許可事例 

厚生部局 5 件 

一般社団法人 古沢共和会 消防部局 5 件 

組合全体 10 件 

    (注) 上記の許可は、地方公務員法第 38 条第 1 項に基づくものです。 

 

７ 退職管理の状況 

 定年又は勧奨により退職する職員を対象として、再就職状況の報告や現役職員への働きかけを規制

するため「御殿場市・小山町広域行政組合職員の退職管理に関する条例（平成２８年御殿場市・小山

町広域行政組合条例第６号）」及び「御殿場市・小山町広域行政組合職員の退職管理に関する規則（平

成２８年御殿場市・小山町広域行政組合規則第２号）」を定め、営利企業に就職する離職者は届出書

を提出することを義務付けるなど退職管理の適正を確保している。 
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８ 研修の状況 

(1) 職員研修の概要等（令和 4年度） 

区 分 令和 4年度実績 

人 材 育 成 費 2,380 千円 

階層（階級）別研修等 新規採用職員研修等 6研修 

参 加 派 遣 研 修 消防大学校、静岡県消防学校、法制執務研修等 14研修 

職 能 研 修 
救急高度化研修(病院研修) 

技能講習 5研修(小型移動式クレーン等) 

 

９ 福祉及び利益の保護の状況 

 (1) 定期健康診断の実施状況（令和 4年度） 

区     分 対象人数 受診人数 受診率 

健 康 診 断 

厚生部局 24 人 24 人 100.0％ 

消防部局 162 人 148 人 91.4％ 

組合全体 186 人 172 人 92.5％ 

胃 レ ン ト ゲ ン 

（40 歳以上及び希望者） 

厚生部局 20 人  13 人 70.0％ 

消防部局 81 人  56 人 69.1％ 

組合全体 101 人  69 人 68.3％ 

人 間 ド ッ ク（希望者） 

厚生部局   9 人  

消防部局   6 人  

組合全体   15 人  

ⅤＤＴ健康診断（希望者） 

厚生部局   0 人  

消防部局   8 人  

組合全体   8 人  

ストレスチェック 組合全体 186 人 181 人  

 

(2) 公務災害等の認定状況等（令和 4年度） 

区 分 厚生部局 消防部局 組合全体 

認

定 

公務災害 0 件 0 件 0 件 

通勤災害 0 件 0 件 0 件 

計 0 件 0 件 0 件 

 

１０ 競争試験及び選考の状況（令和 4年度） 

 １次受験者 １次合格者 最終合格者 競 争 率 

消防職 25 人 20 人 10 人 2.5 

 

Ⅱ 公平委員会の業務の状況 

  公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、これに

ついて必要な措置を講ずるとされています。令和4年度に公平委員会におけるこれらの業務の状況は、

次のとおりです。 

 

 １ 勤務条件に関する措置の要求の状況について … なし 

 ２ 不利益処分に関する審査請求の状況について … なし 



≪令和４年度御殿場市・小山町広域行政組合早期退職募集実施要項≫ 

 

募 集 の 目 的 職員の年齢別構成の適正化を図る 

募集の対象となる 

職 員 の 範 囲 

一般職の職員で、年齢５０歳以上６０歳未満の職員 

（昭和３８年４月２日から昭和４８年４月１日までに生まれた者） 

 

（除外される者） 

①任期を定めて任用された者 

②地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分（故意又は重大な過失に

よらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を

除く。）又はこれに準ずる処分を募集の開始日において受けている者又

は募集の期間中に受けた者 

募 集 人 数 ３人程度 

募 集 の 期 間 令和４年４月１２日（火）から令和４年５月６日（金）まで 

認定を受けた場合 

に退職すべき期日 
令和５年３月３１日 

応 募 の 手 続 き  
「早期退職希望者の募集に係る応募申請書（様式第３号の２）」を任命権

者に提出する 

応 募 の 取 下 げ  
「早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書（様式第３号の３）」を

任命権者に提出する 

認定・不認定の 

通 知 時 期 
令和４年６月上旬 

応募書類等提出先 事務局庶務課・消防本部管理課 

退職時給料月額の 

特例 

①自己都合退職よりも割増しされた支給率 

支給率は、退職者の勤続年数に応じ定年退職等と同率 

②退職時給料月額の割増し 

勤続２５年以上の場合、退職時給料月額を、定年前１年につき２％割

増しして算定 

【参考】退職手当算定方法 

基本額（退職時給料月額×退職理由・勤続年数別支給率×調整率＋調整額 

②          ①            ③ 

※③の調整額は職責に応じた加算額 



そ の 他 の 事 項  ◇次のいずれかに該当する場合は、不認定となる。 

 ①応募者がこの早期退職募集実施要項に適合しない場合 

②地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分（故意又は重大な過失

によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処

分を除く。）又はこれに準ずる処分を募集の開始日において受けてい

る者又は募集の期間中に受けた者 

③応募者が②に規定する処分を受けるべき行為（在職期間中の応募者

の非違行為にあたる行為であって、その非違の内容及び程度に照ら

して当該処分に値することが明らかなものをいう。）をしたことに疑

うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うこ

とが公務に対する信頼を確保するうえで支障を生ずると認める場合 

④応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保

し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要と認

める場合 

◇認定を受けた応募者が次のいずれかに該当するときは、その認定は効

力を失う。 

①懲戒免職処分を受けて退職したとき及び地方公務員法第２８条第４

項の規定による失職又はこれに準ずる退職をしたとき 

②退職したその日又はその翌日に再び職員となったとき及び引き続い

て通算規定のある地方公務員等となり退職手当が支給されない場合

に該当したとき 

③この早期退職募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは規

定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職

し、又はこれらの期日に退職しなかったとき（①、②に掲げる場合

を除く。） 

④地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分（故意又は重大な過失

によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処

分を除く。）又はこれに準ずる処分を受けたとき 

⑤応募を取り下げたとき 

【募集から退職までの概略】 

１ 早期退職希望者の募集…（募集実施要項の周知） 

２ 応募…（応募申請書（様式第３号の２）による応募） 

３ 認定・不認定の決定及び通知…（認定・不認定の決定後、応募者にその旨を通知する） 

４ 退職すべき期日に退職…（募集実施要項及び認定通知書等に記載されている期日に退職） 



≪令和４年度早期退職募集及び認定結果≫ 

 

募集人数 応募人数 認定人数 

３人程度 ０人 ０人 

 

 


